
　

9時00分 発表

　

１．事務所体制　　　【最新の体制】 　

　　　　　　　　　　　　　　　３月１６日　２３時３６分　　　　　非常体制　設置　　　

２．巡回及び所管施設の被災状況

　【河　川】

　　　　　 ３月１７日４時１０分　１巡目の点検終了

３月１７日５時３０分　２巡目の点検開始

　【砂　防】

３月１７日６時００分　点検開始

　【道　路】

３月１７日４時６分　国道４号及び国道１３号は巡回の結果、異状なし

３．通行規制情報

　　東北中央自動車道（相馬ＩＣ～米沢北ＩＣ）　上下線全線通行止め

　　　→　３月１７日８時００分　福島大笹生ＩＣ～米沢北ＩＣ間で規制解除

　　　なお、相馬ＩＣ～桑折ＪＣＴ間については、応急復旧が必要なため、通行止めは継続中です。

　　　※ただし、緊急車両の通行は可能です。現地誘導員の指示に従ってください。

４．リエゾンの派遣状況

　福島県庁２名、国見町２名

５．TECーFORCE（緊急災害対策派遣隊）の派遣

１）派遣先

　　　国見町

２）派遣期間

　　　令和４年３月１７日～
３）作業内容

　　　橋梁点検　１班２名

　令和４年３月１６日２３時３６分頃に発生した福島県沖を震源とする地
震により、管内において震度６強（福島県中通り）が観測されたため、福
島河川国道事務所では、２３時３６分に災害対策支部「非常体制」を設
置し、巡回及び所管施設の点検を実施しております。
今般、国見町から橋梁点検の派遣要請があったことから、ＴＥＣーＦＯＲ
ＣＥ（緊急災害対策派遣隊）を派遣します。
　また、この地震による被災及び対応状況は下記のとおりです。
　今後の情報に注意してください。

緊急情報／防災情報

国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所

令和４年３月１７日

【防災情報】　福島河川国道事務所　地震災害情報 （第５報）



　　　　国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所

（河川に関する情報）：調査第一課長　　　　松葉　俊哉　  （内線３５１）

（砂防に関する情報）：工務第一課長　　　　木村　潤爾　　（内線３１１）

（道路に関する情報）：道路管理課長　　　　佐藤　 浩      （内線４３１）

（支援に関する情報）：防災課長　　　　　　　峠舘　秀男    （内線２８１）

　ＴＥＬ　０２４－５４６－４３３１　（代表）

　ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２５　（工務第一課直通）

　ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２７　（調査第一課直通）

　ＴＥＬ　０２４－５３９－６１３０　（道路管理課直通）

　ＴＥＬ　０２４－５３９－６１３３　（防災課直通）

＜　記者発表会　：　福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、南相馬記者クラブ　＞

問　い　合　わ　せ　先


